
資料１－１

理科教育等設備整備費の概要

１ 趣 旨
理科教育等設備整備費の補助制度は、昭和２８年に制定された「理科教育振興法」に基づき昭

和２９年度から開始された。
この制度は、公・私立の学校の設置者が、設備基準に定められている設備を整備する場合、そ

、 、の整備に要する経費の２分の１を当該学校の設置者に対し 予算の範囲内で補助するものであり
省令で定める基準に達していないものについて、これを当該設備基準までに高めるため、計画的
な設備の整備を行い、理科教育の振興を図っている。

２ 根 拠 法 令
理科教育振興法（昭和２８年８月８日法律第１８６号）
理科教育振興法施行令（昭和２９年１２月１６日政令第３１１号）

（ ）理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令 昭和２９年１２月２８日省令第３１号

３ 内 容
（１）補助金の名称

理科教育振興費国庫補助金
（２）補助事業者

地方公共団体及び学校法人
（３）補助対象経費

理科教育のための設備を整備するために必要な経費の内、文部科学大臣が認めるつぎのとお
りの経費
① 補助対象経費は、交付要綱に定める理科設備及び算数・数学設備の整備に要する経費の合
計額とする。

② 学校ごとの補助対象経費は、交付要綱に定める１校あたりの基準金額を限度とする
③ 小学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の小学部については、取得価格が１組１万円未
満の設備、中学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の中学部については、取得価格が１組
２万円未満の設備、高等学校並びに盲学校、聾学校及び養護学校の高等部については、取得
価格が１個又は１組４万円未満の設備、補助対象経費に含まないものとする （地方交付税。
により財源措置）

④ 交付要綱に定める品目以外の品目や数量を超える数量についても、別に定めるところによ
り基準金額の範囲内において補助対象とする。

⑤ 補助金額は、補助対象経費の２分の１（沖縄にあっては４分の３）の額とする。

４ 経費の概念

理科教育設備費の全体イメージ（平成１５年度予算案ベース）
国 庫 補 助 金 国庫補助金の補助裏

（交付税措置）
（１／２） （１／２）

７割
１３．５億 １３．５億 合計

＝３８．６億円
少額設備（交付税措置）

３割 １１．６億
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理科教育等設備基準改訂のための検討会の構成
〈高等学校、盲・聾・養護学校(高等部)〉

高等学校理科部会(総合、物理、化学、生物、地学）

検

盲・聾・養護学校（高等部）理科部会討

会

高等学校、盲・聾・養護学校（高等部）数学部会



理科教育等設備基準改訂のための検討会委員名簿
〈高等学校及び盲・聾・養護学校（高等部 〉）

山極 隆 玉川大学文学部教授（会 長）
菊池 正仁 東京都立武蔵高等学校長（副会長）

（小学校理科部会長）

金子 美智雄 埼玉県所沢市立所沢小学校長
(中学校理科部会長）

小野 具彦 東京都中野区立中央中学校長
(小学校､中学校､盲･聾･養護学校(小中学部)算数 ･数学部会長 ）

清水 静海 筑波大学教育学系助教授

（◎：部会長、○副部会長）

【高等学校理科部会】
（総合） 神田 亮二 東京都立桐ヶ丘高等学校教諭

清水 一幸 東京都立八王子工業高等学校教頭
土屋 博 東京都立神代高等学校教諭
内記 昭彦 東京都立成瀬高等学校教諭

（物理） 右近 修治 神奈川県立城郷高等学校教諭
吉澤 純夫 東京都立戸山高等学校教諭

（化学） 川勝 健二郎 本郷高等学校教諭
◎ 菊池 正仁 東京都立武蔵高等学校長

（生物） 降幡 高志 東京都立新宿高等学校教諭
森下 忠志 東京都立調布南高等学校教諭

（地学） ○ 買手屋 仁 東京女子体育短期大学教授
鈴木 将志 東京都立竹早高等学校教諭

【盲・聾・養護学校（高等部）理科部会】
（盲学校） 石崎 喜治 筑波大学附属盲学校教諭

○ 鳥山 由子 筑波大学教授
（聾学校） 今井 二郎 筑波大学附属聾学校副校長

河野 隆弘 千葉県立千葉聾学校教諭
青山 正人 筑波大学附属桐ヶ丘養護学校教諭（養護学校・肢体不自由 ）

野田 克典 千葉県立桜ヶ丘養護学校教諭
鎌田 哲夫 千葉県立仁戸名養護学校教諭（養護学校・病弱）

窪田 譲 神奈川県立秦野養護学校教諭
竹林地 毅 国立特殊教育研究所室長(養護学校・知的障害）

(盲･聾･養護学校(小･中学部)理科部会長)

◎ 山下 宏子 埼玉県立大宮北養護学校長

【高等学校、盲・聾・養護学校（高等部）数学部会】
（高等学校） 佐藤 言 東京都立墨田川高等学校教諭

杉本 尚平 岡山県教育庁企画主幹
◎ 山本 芳彦 大阪大学教授
○ 吉田 明史 奈良県立教育研究所教科教育部長

（盲学校） 遠藤 利三 筑波大学附属盲学校教諭
（聾学校） 最首 一郎 筑波大学附属聾学校教諭
（養護学校） 森 和彦 東京都立足立養護学校長




